
令和 2 年 3 月 9 日 

 

新型コロナウィルスに関する「融資相談窓口」の設置 

及び「対応特別融資」の取扱いについて 

 

 広島県信用組合では、このたびの新型コロナウィルスの感染拡大により、直接的・間接的に影響

を受けておられる事業者の方を対象に、融資の相談窓口を設置します。 

 また、これに伴い、「新型コロナウィルス対応特別融資」の取扱いを開始しますので、下記の通り

お知らせします。 

 

記 

 

1. 「融資相談窓口」の設置 

（1）対象となるお客様 

 

 

（2）設置期間 

2 3 9 2 9 30  

（3）設置店舗及び設置日時 

9 00 15 00 

 

2. 「新型コロナウィルス対応特別融資」の取扱い開始について 

（1）対象者 

 

 

（2）取扱期間 

2 3 9 2 9 30  

（3）取扱店舗 

 

 



 

（4）融資条件 

 

 

 

 
 

 

 5,000  

 15  

  

 
1  

 

  

 

  以上 
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